
 

 

 

 

 

2021年 9月から 12月までの税務動向
_____________________________________________________________ 

 1．追加の費用控除およびその他費用控除

_____________________________________________________________ 

• インダストリー4.0へ向けた、人材

育成推進センター (Personnel 

Development Promotion 

Centre ：以下 PDPC) への寄付 
 

勅令第 737号が発効され、企業が

2021年 1月 1日から 2022年 12月

31日までの間に教育機関が設立した

PDPCへ以下の資産を寄附する場合

に、200％の費用控除が認められまし

た。 

 

‐ インダストリー4.0の自動化システム

ための機械、部品、設備および器具 

 

‐ インダストリー4.0の自動化システム

のための機械に接続するコンピューター

ソフトウェア 

 

機械は、機械法により定義され、全てで

はありませんが大部分の工業用、商業

用および科学用機械が対象になります。

ただし、車両は対象外になります。 

 

「教育機関」とは、国公立教育機関、法

令に基づく私立大学、私立学校を指しま

すが、許認可のない学校は除きます。 

 

上記に加え、企業の収益額に応じた基

準額に応じて、さらなる費用控除が認め

られます。 

 

ただし、費用控除の総額は、以下のいず

れか少ない金額を超えることはできませ

ん。 

 

(i) 他の勅令に基づいて付与された

100%および 200%の追加費用控除を

適用する前の当期純利益で、慈善事

業、公益および教育やスポーツのため

の寄附金を費用控除する前の当期純利

益の 10％を超えない金額 

 

(ii) 1億バーツ 

 

さらに、2021年 1月 1日から 2022年

12月 31日の間に本規定に基づいて寄

附を行った法人に対し、寄附に関連する

資産の譲渡および商品の販売に対する

所得税、付加価値税の免除が認められ

ます。ただし、これらの資産または商品

の取得原価は、損金算入の扱いとする

ことはできません。 

 

本規定に基づく税制優遇を利用する法

人は、これらの資産を慈善、公益、教育

またはスポーツのための費用として控除

したり、全部または一部でも、歳入法典

に基づいて施行されたその他税務規則

や投資促進法、特定産業競争力強化法

ならびに東部特別開発地区法に基づく

税務恩典の対象として使用することはで

きません。 

本税務恩典に関する規定や条件は歳入

局長官により規定されます。 
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• 自動化への投資 

 
勅令第 738号が発効され、法人の自動

化システムにおける機械、および機械に

接続するコンピューターソフトウェアの投

資に対して、100％の追加費用控除が

認められました。 

 

本追加費用控除は、歳入局長官により

定められた条件および基準に従い、

2021年 1月 1日から 2022年 12月

31日の間に、実際に支払われた金額に

基づきます。 

 

機械は、機械法により定義され、全てで

はありませんが大部分の工業用、商業

用および科学用機械が対象になります。

ただし、車両は対象外になります。 

 

「自動化」とは、コンピュータープログラム 

の制御により、コンピュータープログラム 

と機械の間でデータ接続がある場合に、 

複数の機械に自動的に協働をさせる事 

が可能なシステムを意味します。 

 

対象となる機械およびコンピュータープ 

ログラムは以下の条件を満たす必要が 

あります。 

 

1. 歳入局長官が定めた機関により認

定をされた自動化投資プロジェクト

に従っている。 

2. 過去に未使用で、2022年 12月 31

日までに使用可能な状態である。 

3. タイ国内に所在している。 

4. 全部または部分的に、歳入法典に

基づいて発行された機械およびコン

ピュータープログラムに対するその

他の税務恩典の対象ではない。 

5. 全部または部分的に、投資奨励法、

特定産業競争力強化法および東部

特別開発地区法の下で、法人税免

税の対象となる事業に使用されてい

ない。 

 

本税務恩典を受けようとする法人は、歳 

入局長官が定める基準および条件に従

い、投資計画および支払い計画を作成

し、歳入局長官に通知することが求めら

れます。 

 

法人がいずれかの会計期間において、 

上記の基準および条件を満たさない場 

合には、税務恩典を受けている最初の 

会計期間より税務恩典の効力を失いま 

す。その場合、該当する会計期間の法

人税申告書の再提出が必要となります。 

しかし、資産が売却、損傷、または存在 

しなくなった場合、税務恩典はその事象 

が発生した会計期間に終了しますが、そ 

の場合、既に適用済みの税務恩典につ 

いては、再計算を行う必要はありませ 

ん。 

 

• 高度人材の雇用 

 
勅令第 739号が発効され、特定産業競 

争力強化に関する法律の下で、対象産 

業の事業を行う法人が、科学、技術、工 

学、数学の分野で高度な技能を有する 

従業員を雇用する場合、雇用契約に基 

づき支払われる給与に対して 50%の追

加経費用控除が認められました。 

 

本追加費用控除は、歳入局長が定める

基準および条件に基づき、2021年 1月

1日から 2022年 12月 31日までに支

払われた 10万バーツを超えない金額に

対して認められます。 

 

対象となる従業員の条件は以下のとお 

りです。 

 

1. 歳入局長官の認める機関により、科

学、技術、工学または数学の分野に

おいて高度の技能を有する職員とし

て認定され、その地位において勤務

する者。 

2. 雇用契約に基づき、2021年 1月 1

日から 2022年 12月 31日までの

間勤務する者。 

3. 2の雇用契約に基づく雇用開始前 1

年間の期間において、当該法人の

従業員ではないこと。 

 
 

• 研修費用 

 
勅令第 740 号が発効され、法人に対

し、従業員の教育および研修のため、従

業員を歳入局長官により定められた政

府機関が承認するコースへ参加させる

費用や、従業員のために研修を手配す

る費用に対して、150％の追加費用控除

が認められました。 
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これは、歳入局長官が定める基準およ

び条件に基づき、2021 年 1月 1日から

2022年 12月 31日までに発生した費

用に適用されます。 

 

本税務恩典を利用する法人は、これら

の経費の全部または部分的に、投資奨

励法、特定産業競争力強化法および東

部特別開発地区法の下で、法人税免税

の対象となる事業に使用することはでき

ません。 

 

• Siriraj Foundationおよび

Chulabhorn Foundationへの

電子的寄附 

 
勅令第 741号が発効され、法人や個人

に対し 2021年 11月 30日から 2022

年 12月 31日まで間に• Siriraj 

Foundationおよび Chulabhorn 

Foundationへ電子寄附システムを通じ

て行われた寄附に対し、以下のとおり費

用控除が認められました。 

i. 個人に対しては、現金による電子寄

附に対し、費用や手当を控除した課

税所得から 200％の費用控除が認

められます。ただし、これらの寄附

は、その他の勅令により認められた 

200％の費用控除と併せて費用や

手当を控除した課税所得の 10％を

上限とします。 

 

ii. 法人に対しては、現金または資産に

よる電子寄附に対し 200％の費用

控除が認められます。これらの寄附

は、その他の勅令により認められた

200％の費用控除と併せて、慈善、

公益、教育、スポーツのための寄付

金を控除する前の純利益の 10％を

上限とします。 

 
 

また、法人および個人が、2021年 11

月 30日から 2022年 12月 31日の間

に上記の基金に対して行う寄附に関連

する財産の移転や、商品の販売、契約

の実施を行う場合に生じる収益に対し

て、法人所得税、個人所得税、付加価値

税、特定事業税および印紙税の免除が

認められます。しかし、寄附者は上記の

財産や商品の取得コストを法人税・所得

税の計算上の損金として扱うことはでき

ません。 

 

本法に基づく税務恩典を適用する場合、

その他の法に基づく寄附に対する税制

上の優遇措置を適用することはできませ

ん。 

 

• コンピュータープログラムおよびそ

のサービス使用のための費用 
 

勅令第 725号が発効され、中小企業 

(SME)に対し、2021年 1月 1日から

2022年 12月 31日までの会計期間、

デジタル経済振興局に登録されているコ

ンピュータープログラムプロバイダーま

たはコンピュータープログラムを作成す

る契約者および販売業者に対する支払

に 100%追加費用控除が認められま

す。対象となる取引は、コンピュータープ

ログラムの購入、貸借およびコンピュー

タープログラムの使用のために支払わ

れる、10万バーツを超えない部分になり

ます。 

 
 

本税制優遇措置は歳入局長官により、

予め定められた規定や条件に従いま

す。 

 

上記の税制優遇措置の対象となる為に

は、SMEは以下の要件を満たす必要が

あります。 

 

(i)  いずれの会計年度末においても払込

資本金が 500万バーツを超えないこと。 

 

(ii)  いずれの会計年度においても「商品 

の販売およびサービスの提供」による収 

入が 3,000万バーツを超えないこと。 

 

加えて、SMEは、全部または一部の、

歳入法典に基づく他のコンピュータープ

ログラムに関する税制優遇措置および

投資促進法、特定産業競争力強化法な

らびに東部特別開発地区法に基づく税

務恩典を受けてはなりません。 

 

• 前科者の雇用 

 
勅令第 726号が発効され、法人に刑期

を終えて 3年以内の前科者を雇用する

為に支払われた経費に対し、1人当たり
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月 15,000バーツを上限として、50％の

追加費用控除が認められました。本税

務恩典は 2021年 1月 1日以降、2021

年 12月 31日までに始まる会計期間に

適用されます。 

 

上記の税制優遇措置を受けるために

は、法人は当該前科者が雇用された月

から所得税の恩典を受けることができる

会計期間の最終月までの期間におい

て、歳入法第 40条（1）に基づく給与お

よび賃金、または歳入法第 40条 (2) に

基づく請負、雇用又はサービス提供によ

る支払いに係る源泉徴収票をオンライン

により提出する必要があります。 

また、本税務恩典を適用した場合、法人

は歳入法のもと発効されたその他の勅

令により、従業員を雇用する事により発

生する経費の支払いに関するその他の

所得税の恩典を、全部または一部的に

行使する権利を有しません。 

 

法人がこれらの基準および条件を遵守

しない場合には、本税務恩典を受ける権

利は失効し、権利行使を行った会計期

間の課税所得における収入に、追加費

用控除額を含めなければなりません。 

 

_____________________________________________________________ 

 2．免税措置

_____________________________________________________________ 

• 特定事業税 (SBT) および印紙税

の免除- 収用による不動産の売却 
 

勅令第 736号が発効され、企業に対し

「不動産の収用および取得法 2019 

(Expropriation and Acquisition of 

Immovable Property Act B.E. 2562)」

に基づき、2019年 5月 30日以降に事

業用不動産の収用による売却から得ら

れる対価および所得に対し、SBTの免

除を認めました。 

 

また、上記法律に基づき、不動産の売

却、および元の所有者もしくは相続人へ

の返還に関して 2019年 5月 30日以降

に作成された証書に対し、印紙税の免

除が認められます。 

 

• 社会的企業に対する免税措置 

 

社会的企業を支援、促進するため、勅令

第 735号が発効され、2021年 11月 9

日より社会的企業および社会的企業に

対して投資または寄付を行う一般企業

への優遇税制が認められました。 

 

社会的企業とは、社会的目的のため商

品の製造、販売およびサービスの提供

を行うためにタイの法律に基づいて設立

された非営利の法人またはパートナーシ

ップで、かつ「社会的企業促進法 2019 

(Social Enterprise Promotion Act B.E. 

2562)に基づき社会的企業として登録さ

れていること。 

− 社会的企業に対する優遇税制 

 
社会的目的を主たる目的とし、パートナ

ーや株主に利益分配を行わない非営利

の社会的企業に対し、設立日より純利

益に対する法人所得税の非課税措置が

認められました。 

− 認定された社会的企業の投資家に

対する優遇税制 

 
認定された社会的企業に投資する個人

に対し、課税年度一件当たり 10万バー

ツを上限とする所得控除が認められま

す。 

 

認定された社会的企業に投資する法人

に対し、投資額と同額の費用控除が認

められます。 

 

上記の税制優遇措置の対象となるに

は、個人および法人は、特別の事情が

ある場合を除き、当該社会的企業が解

散するまで、パートナーまたは株主であ

る事が求められます。 

 

− 認定された社会的企業にオンライン

で寄附を行う法人に対する優遇税

制 
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2021年 11月 9日から 2023年 12月

31日までの間に、認定された社会的企

業に、オンラインによる現金または現物 

(電子寄附) の寄附を行った法人に対し、

費用控除が認められます。 

ただし、これらの寄附金は、チャリティお

よび公共利益のための寄附金との合計

額で、純利益の 2％を上限とします。 

 

− Social Enterprise Promotion Fund

にオンラインで寄附を行う個人およ

び法人に対する税制優遇措置 

 
2021年 11月 9日から 2023年 12月

31日までの間、Social Enterprise 

Promotion Fundへのオンライン寄附 

(電子寄附) に対し、以下のとおり控除が

認められます。 

 

(i) 個人の場合、電子寄附は現金で行

う必要があり、その他の慈善、公益

のための寄附および国公立病院ま

たは教育機関への寄附と合わせ

て、純所得（手当やその他控除を控

除した課税所得）の 10％を上限とし

ます。 

 

(ii) 法人の場合、電子寄附は現金また

は資産で行うことができ、その他の

慈善または公益のための寄附と合

わせて、純利益の 2％を上限としま

す。 

 

− その他税制優遇措置 

 

個人および法人に対し、2021年 11月

9日から 2023年 12月 31日までの間

に、認定された社会的企業への資産の

電子寄附、資産の譲渡または Social 

Enterprise Promotion Fundへの資産

の電子寄附を行う場合、個人所得税、法

人所得税、付加価値税、特定事業税お

よび印紙税の免除が認められます。た

だし、上記の寄附の対象となる資産の取

得価額は、個人所得税および法人所得

税のそれぞれの計算において損金とし

て計上することはできません。 

_____________________________________________________________ 

3．付加価値税にかかる貸倒償却の新たな基準および条件

_____________________________________________________________ 

Tax insightNo.12/2021に記載のとお

り、改正省令第 186号(省令第 374号

の改訂)が発効され、法人所得税上、不

良債権を税務上の損金として貸倒償却

するための基準および条件が規定され

ました。 

付加価値税上の貸倒償却の扱いについ

て、歳入局長通達第 85号（歳入局長通

達第 242号の改訂）が発効され、基準

の適用対象となる債権の分類が変更さ

れ、最高金額レンジおよび中間金額レン

ジの貸倒償却を裏付けるために必要な

証拠に関連する新たな基準が規定され

ました。新たな基準および条件は、法人

所得税の貸倒償却と同様です。 

本告示は、2021年 12月 1日以後に開

始する各課税年度より適用されます。

_____________________________________________________________ 

4．イータックスシステムへの投資に関する追加条件

_____________________________________________________________ 

2021年 5 月 25 日に公布された勅令第 

718 号では、法人が 2020年 1 月 1日

から 2022年 12月 31日までの間、 

e-タックスインボイス 、e-レシート、 

e-withholding taxに使用する資産への

投資およびこれらのサービスの使用に

係る費用として支払われる額に対して

100%の追加費用控除を認めています。

詳しくは Tax insight No. 17/2021を参

照ください。 

2021年 9月 8日に歳入局長通達第

406 号が発効され、本税制優遇措置の

適用の基準、条件と併せて投資および

支払明細の提出期限等が規定されまし

た。詳しくは Tax insight No. 27/2021を

参照ください。 

https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2021/tax/jp/2021-pwc-tax-Insight-12-jp.pdf
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2021/tax/jp/2021-pwc-tax-Insight-17-jp.pdf
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2021/tax/eng/2021-pwc-tax-insight-27.pdf
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尚、2021年 12月 1日付で歳入局長通

達第 410号が発効され、2019年 1月 2

日以降 2020年 8月 4日までに決算期

が始まり、かつ当該税制優遇措置を適

用する法人に対して、法人所得税申告

後 2021年 12月 31日までに、歳入局

のウェブサイトで告示されている様式に

従い、投資および支払明細書を作成す

ることを義務付けました。 

____________________________________________________________ 

 5．特別開発地区

_____________________________________________________________ 

• 勅令第 727号 

 

事業所が特定開発地域（ナラティワー

ト、パッタニー、ヤラー、およびソンクラー

の一部地域）に所在し、2021年から

2023年まで歳入法典第40条7項および

8項に基づき当該区域において製造、製

品の販売または役務の提供から所得を

得ている個人納税義務者は、課税所得

に対して0.1%の所得税を納税し、その

金額を年間の個人所得税の計算から除

外することを選択できます。 

2021年から2023年までの間に、特定開

発地域内の不動産を売却して得た個人

所得に対する源泉徴収税率は0.1%に

引き下げられます。さらに、当該所得

は、年間の個人所得税計算に含める必

要はありません。 

上記の特定開発地域に事業所を有し、

当該開発地域内において製造、製品の

販売または役務の提供により所得を得

る法人は、2021年1月1日以後開始する

2021年会計年度から2023年12月31日

以後に終了する2023年会計年度までの

間、法人所得税が純利益の3％になりま

す。 

2021年1月1日から2023年12月31日ま

での間に特定開発地域に所在する不動

産を商業目的および営利目的で売却し

た場合、特定事業税の税率が0.1%に引

き下げられます。 

• 勅令第 728号 
 

特定開発地域(ナラティワート、パッタニ

ー、ヤラー、およびソンクラーの一部地

域)に所在する個人および法人に対し、

個人については2021年1月1日から

2023年12月31日まで、法人については

会計期間が2021年1月1日から2023年

12月31日までに開始する複数会計年度

中は、CCTV装置の取得費用の100%

の追加控除が認められました。 

• 勅令第 729号、730号 

 
特定開発地域（ナラティワート、パッタニ

ー、ヤラー）内の法人には以下の恩典が

付与されます。 

− 新たな設備投資（機械、コンピュータ

ープログラム、登録車両、建物など）

に対する100％の追加費用控除。こ

れらの資産は2023年12月31日まで

に取得し使用可能な状態である必

要がありますが、機械と建物はその

限りではありません。但し、すべて

の支払いが2021年1月1日から

2023年12月31日までの間に行わ

れる必要があります。 

 

− 生産工程やサービスの基礎となる

技術を使用した「ターゲット産業」を

促進する対象事業に従事する法人

は、各会計年度の総所得の80%以

上が対象事業から生じていることを

前提に、対象事業から生じた所得に

ついて法人税が5会計年度にわたっ

て免除されます。2021年1月1日か

ら2023年12月31日までに設立され

る、特定開発地域内で事業を営む

法人またはパートナーシップがこの

税務恩恵を受けることができます 

 

• 勅令第731号 

 

特定開発地域（ナラティワート、パッタニ

ー、ヤラー）内の企業に勤める熟練技術
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者・専門家は2021年1月1日から2023年

12月31日の期間の課税所得に対して、

3%の一定税率で個人所得税が課せられ

ます。 

また、特定開発地域に所在しない法人で

あっても、当該特定開発地域内の法人

またはパートナーシップの株式へ投資を

行い、その投資資金が当該特定開発区

域内の事業のみに使用される場合に限

り、2021年1月1日から2023年12月31

日までの間に支払われた金額につい

て、200%の追加費用控除が認められま

す

 

 

過去のタックスインサイトにてご案内済の税務ニュース 

（ 過 去 の タ ッ ク ス イ ン サ イ ト https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-legal-

insights/2021.html） 
 

• 新型コロナウィルス（COVID-19）感染

拡大-オンラインによる各種税務申告期

限延長と関連情報および付加価値税

（VAT）率７％の期限延長   

   (Tax Insight No.25/2021) 
 

• 各種税制改正情報 

   (Tax Insight No.26/2021)  
 

• 各種税制改正情報 

   (Tax Insight No.27/2021)  
 

• 移転価格ローカルファイルの内容要件

の発表 

   (Tax Insight No.28/2021)  
 

• 二重課税防止協定の相互協議に基づく

還付請求期限の延長 

   (Tax Insight No.29/2021)  
 

• 電子文書にかかる印紙税 

   (Tax Insight No.30/2021) 
 

• 歳入法典に基づく不服申立てとその審

理に関する改正規則の公布 

      (Tax Insight No.31/2021) 

 

• 移転価格 国別報告事項（CbCR）の規

定発表 

   (Tax Insight No.32/2021) 
 

• タイ税関ワン・ストップ・サービスが

2026 年 9 月 30 日まで延長 

   (Tax Insight No.33/2021) 
 

• 物品税対象製品に係る希望小売価格

通知フォームの改訂  

      (Tax Insight No. 34/2021) 
 

• 輸出管理法の新たな規制措置 

   (Tax Insight No. 35/2021) 
 

• 税務上の追加費用控除 

   (Tax Insight No.36/2021) 
 

• 情報交換規定 

   (Tax Insight No.37/2021) 
 

• 情報交換に関する規定 

   (Tax Insight No.38/2021) 
 

• デジタルサービスに係る VAT（付加価

値税）のオンラインによる申告納税期限

の延長 

   (Tax Insight No.39/2021) 
 

• 地域的な包括的経済連携(RCEP)協定

がタイで 2022 年１月１日より発効 

   (Tax Insight No.40/2021) 
 

 

https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-legal-insights/2021.html
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-legal-insights/2021.html
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2021/tax/jp/2021-pwc-tax-Insight-25-jp.pdf
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2021/tax/jp/2021-pwc-tax-Insight-26-jp.pdf
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2021/tax/jp/2021-pwc-tax-Insight-27-jp.pdf
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2021/tax/jp/2021-pwc-tax-Insight-28-jp.pdf
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2021/tax/jp/2021-pwc-tax-Insight-29-jp.pdf
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2021/tax/jp/2021-pwc-tax-Insight-30-jp.pdf
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2021/tax/jp/2021-pwc-tax-Insight-31-jp.pdf
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2021/tax/jp/2021-pwc-tax-Insight-32-jp.pdf
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2021/tax/jp/2021-pwc-tax-Insight-33-jp.pdf
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2021/tax/jp/2021-pwc-tax-Insight-34-jp.pdf
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2021/tax/jp/2021-pwc-tax-Insight-35-jp.pdf
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2021/tax/jp/2021-pwc-tax-Insight-36-jp.pdf
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2021/tax/jp/2021-pwc-tax-Insight-37-jp.pdf
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2021/tax/jp/2021-pwc-tax-Insight-38-jp.pdf
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2021/tax/jp/2021-pwc-tax-Insight-39-jp.pdf
https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2021/tax/jp/2021-pwc-tax-Insight-40-jp.pdf
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